「令和８年度措置入院患者等移送対象者の移送業務」業務委託プロポーザル実施要領

この要領は、「令和８年度措置入院患者等移送対象者の移送業務」業務委託に関して、受託する業者を選定するために実施する公募型プロポーザルに関して必要な事項を定めるものとする。

１　委託業務名
　　令和８年度措置入院患者等移送対象者の移送業務

２　委託業務内容
「令和８年度措置入院患者等移送対象者の移送業務」仕様書参考

３　委託期間
令和８年４月１日０時から令和９年３月31日23時59分まで
　　
４　委託上限額
2,300,000円（消費税及び地方消費税を含む）

５　業務委託候補者の選定方法
　　受託希望者から企画提案を受ける公募型プロポーザル方式により行う。
　　書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリング審査を実施し、「令和８年度措置入院患者等移送対象者の移送業務」業務委託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が最優秀提案者を委託候補者として決定する。

６　プロポーザル参加資格要件
　　次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
（１）地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること
（２）地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者
ではないこと
（３）和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領（平成20年制定）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと                  
（４）次のいずれにも該当しない者であること
　　ア　暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団又はその関係者（以下「暴力団等」という。）が経営している者又は暴力団等が経営に実質的に関与している者
　　イ　暴力団等に対する資金等供給又は便宜の供与を行っている者
　　ウ　国、地方公共団体その他の公共団体（以下「公共機関」という。）の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者（その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。）が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者
　　エ　破産者で復権を得ない者
　　オ　破産法（平成16年法律第75号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る者を含む）
　　カ　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること
　　キ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
（５）国税及び都道府県税の滞納がない者であること。

７　スケジュール
（１）応募申込期間	　　　令和８年２月25日（水）～令和８年３月13日（金）
（２）企画提案書受付期間　　　令和８年２月25日（水）～令和８年３月13日（金）
（３）質問受付期間	　　　令和８年２月25日（水）～令和８年３月６日（金）
（４）選定委員会の開催日時　　令和８年３月16日（月）（予定）
（５）選定結果の通知日	　　　選定委員会の翌日以降速やかに行う

８　提出書類及び部数
　　以下の書類をもって構成し、正本１部、副本３部を提出すること。
（１）正本、副本双方に添付するもの
ア　応募申込書（様式１）
イ　企画提案書（任意様式）
ウ　見積書（任意様式）（消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。）
エ　提案者の概要がわかるもの（会社案内等）
オ　役員等に関する調書（様式２）
カ　危機管理体制に関する会社独自のマニュアルや基準等
（２）正本のみに添付するもの
ア　登記事項証明書（履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書）
イ　国税に未納の税額がないことの証明書（法人税または所得税、並びに消費税及び地方消費税について未納がないことの証明）
ウ　本店所在地の都道府県税に未納の税額がないことの証明書（法人または個人事業税、法人都道府県民税、自動車税等）
エ　印鑑証明書
オ　応募資格に反しない旨の宣誓書（様式３）
カ　定款（または寄附行為）の写し（法人格を有しない団体は団体規約の写し等これに類する書類）
キ　直前一期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（法人以外の団体等の場合は個人事業主の青色申告書又は白色申告書等税務署に提出している書類の写し）
ク　委任状（様式４）（提出事業者が本社でない場合は提出）
ケ　自治体消防局から発行される患者等移送事業の認可証明書の写し
　　
※上記ア～エについては、応募申込書提出時において、発行後３か月を経過していないものに限る

９　提出方法及び提出先
（１）提出方法
次の（２）への直接持参又は書留郵便での郵送
（２）提出先
　　　〒640-8585　和歌山市小松原通一丁目１番地
　　　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局こころの健康推進課（担当：亀井）
（３）受付期間
　　　令和８年２月25日（水）～令和８年３月13日（金）午後５時００分必着
　　　直接持参の場合の受付時間は、令和８年２月18日（水）～令和８年３月13日（金）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）第１条第１項に規定する県の休日を除く日の午前９時00分～午後５時00分
（４）注意事項
ア　同一の事業において、１団体が複数件の企画提案書を提出することはできない。複数件の企画提案書が提出された場合、その全てを無効とする。
イ　提出された企画提案書等はその事由の如何に関わらず、変更又は取消はできない。
ウ　６に掲げる参加資格を満たさない者が提出した企画提案書等は無効とする。
エ　提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しないものとする。
オ　企画提案書は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
カ　企画提案書等の作成及び提出に要する費用については、提案者の負担とする。
キ　提出された企画提案書等は、返却しない。

10　企画提案書作成に関する質問について
　　以下の手順により受け付ける。
（１）受付期間
令和８年２月25日（水）～令和８年３月13日（金）午後５時００分まで
（２）質問方法
次の（３）により、書面又は電子メールにより提出すること。なお、電子メール送信後は電話にて和歌山県側の受信を確認すること。
　　　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局こころの健康推進課（担当：亀井）
電子メールの送信先：e0414001@pref.wakayama.lg.jp
TEL：073-441-2641
（３）質問様式
　　　様式５
（４）留意事項
他の応募者からの提案書提出状況や企画提案書の審査にかかる質問には回答できない。
※質問及び回答内容は、随時、こころの健康推進課ホームページに掲載するため、個別には回答しない。

11　企画審査
（１）審査方法
　　　審査は、和歌山県福祉保健部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の委員が行う。
　　　契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性及び透明性の確保に十分配慮の上、企画提案の内容や事業の実施能力等を評価・採点し、各審査委員の評価点数の合計が満点の６割以上である企画提案を行ったもののうち、最高評価点の提案者１者を委託候補者とする。なお、各審査委員の評価点数の合計が満点の６割以上となる提案者が１者もない場合は選定しない。
（２）審査項目
　　　以下６項目とする。
なお、選定委員会において必要と認める審査項目を追加する場合がある。
ア　委託業務の趣旨理解
イ　精神疾患患者の搬送実績
ウ　業務実施体制
エ　業務内容の情報漏洩等のセキュリティ管理体制
オ　業務の質の確保・向上のための提案
カ　見積金額等、費用設定
（３）選定委員会
ア　開催日時・場所
　　　　令和８年３月16日（月）予定（詳細は、提案者に別途通知する）
イ　企画提案（予定）
　　　　プレゼンテーション　約20分（提案件数により調整する）
　　　　選定委員からの質疑　約10分（提案件数により調整する）
　　　　なお、プレゼンテーションは企画提案書に加えて、追加資料に基づき説明することやパワーポイント等のソフトを使用し、プロジェクターによる説明を行うことも可能とするが、パソコン等必要な資機材は各自持参すること。ただし、プロジェクター及びスクリーンは当方で準備する。
ウ　プレゼンテーションへの出席者数
　　　　出席者は３名までとする。
エ　注意事項
　　（ア）提案者が、他の提案者のプレゼンテーションを傍聴することは認めない。
　　（イ）指定の時間に遅れた場合には、審査対象としない。
（４）選定結果についての通知
採用・不採用にかかわらず書面により通知する。
（５）選定結果の公表方法及び内容
　　　選定結果は、選定後、こころの健康推進課のホームページにおいて次の内容を公表する。
　　ア　全提案者の名称
　　イ　契約候補者の名称
　　ウ　契約候補者の選定理由
（６）その他
　　ア　提案者が１者の場合
提案者が１者の場合においても、各審査委員の評価点数の合計が満点の６割以上に達している場合、当該提案者を契約候補者に選定する。
イ　０点の項目がある場合
一項目でも委員が０点とした提案は不採用とする。
ウ　評価点数が同点の場合
評価点数が同点の場合は審査員の合議により決定する。

12　失格の要件
　　以下の条件のいずれかに該当する場合は、失格（選定対象からの除外）とする。
（１）「プロポーザル参加資格要件」に掲げる参加資格を満たさない場合
（２）企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合
（３）企画提案書の作成のための仕様書（案）に示された条件に適合しない場合
（４）和歌山県が示した契約上限額を上回る価格で見積書を提出したとき
（５）提案者に次の行為があった場合
　　ア　委員に対して直接、間接を問わず故意に接触を求めること
　　イ　他の提案者と応募提案の内容又は意思について相談を行うこと
ウ　契約候補者の選定終了時まで、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること
　　エ　企画提案書に虚偽の記載を行うこと
　　オ　審査の公平性に影響を与える行為があった場合
　　カ　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと

13　契約の締結
（１）契約の締結について
選定した契約候補者と和歌山県は、企画提案の内容をもとに、協議のうえ仕様書の内容を確定して契約を締結する。協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において評価が次点の契約候補者と協議する。
また、企画提案の内容については、委託候補者の提案に拘束されるものではなく、より事業の効果を上げるため、県との協議により適宜変更を求めることがある。
（２）契約保証金
委託契約締結前に、原則として契約金額の100分の10以上を契約保証金として納付すること。
なお、契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、地方自治法施行令第１６７条の１６及び和歌山県財務規則第９２条から第９４条までの規定の定めるところによる。


14　契約の解除
　　契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、委託事業者を変更することがある。
（１）企画提案書の内容に虚偽の記載が明らかになった場合
（２）企画提案書の内容に重大な瑕疵がある場合
（３）業務遂行の意思が認められない場合
（４）業務遂行能力がないと認められる場合
（５）その他、契約を継続するに耐えられない業務がある場合

15　留意事項
（１）すべての提出書類の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。また、応募に係る書類の事故等による未着について、和歌山県は責任を負わない。 
（２）公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（３）提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は受け付けない。
（４）提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。 
（５）今回の公募は、令和７年度事業の準備行為として実施するものである。今後、本事業に係る予算が成立しなかった場合は、事業を中止することがある。この場合、本件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、応募者は、その費用を和歌山県に請求することはできない。 
（６）審査の経過等に関する問い合わせには一切応じない。
 
16　問い合わせ先
　　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局こころの健康推進課
　　担当：亀井
　　住所：〒640-8585　和歌山市小松原通一丁目１番地
　　電話：073-441-2641　　FAX：073-432-5567

